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  公共工事におけるコスト縮減については、平成９年度から取り組んでおり、平成11年度までの３年間で概
ね１割の縮減が図られました。

　   しかし、今日の厳しい財政状況の下で、これまで実施してきたコスト縮減施策の定着や、新たな施策によ
るコスト縮減のより一層の推進が求められており、新たな行動計画の策定が必要となっています。

　   このことを踏まえ、別添のとおり「鳥取県公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を策定し、平成
14年４月１日から適用することとしましたので、貴所属職員に周知徹底を図ってください。

とりネット「企画調整室からのお知らせ」に掲載
http://www.pref.tottori.jp/doboku/kanri/kikakusitu/top.htm

   


